
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

（切り取らずにＦＡＸしてください） 

業種別講習会参加申込書 
下記申込書にご記入のうえ電話・ＦＡＸにて、商工会連合会あるいはお近くの商工会

へお申し込みください。 

事 業 所 名  

参加者氏名 
  

  

住   所  

電 話 番 号 （       ）   －  

 

主催 鹿児島県商工会連合会 鹿児島市名山町 9-1 県産業会館 6 階 

               ＦＡＸ099-224-0924 TEL099-226-3773 

   霧島市商工会隼人本所  ＦＡＸ0995-42-2129 TEL0995-42-2128 

姶良市商工会姶良本所  ＦＡＸ0995-65-9864  TEL0995-65-2211 

 

島根県松江市生まれ。昭和 49年農水省入所。Ｊ
ＡＳ法に基づく食品企業等へ品質管理指導，有
機ＪＡＳ認定に係る審査，監査等を担当。     
平成 19年 3月農水省所管独立行政法人農林水産
消費技術センター主任調査官。 
平成 19 年 4月，株式会社マトハヤ・フーズコン
タクト創業に携わる。平成 21年 4月，同社の代
表取締役兼法令制度テクニカルアドバイザーに
就任。現在に至る。 

食品表示法が施行されましたが，実際にどのように変わったのかよく分からないという方もおられる

のではないでしょうか？ 

食品表示法が施行されたことで，新たに必要な項目が追加されました。現在は猶予期間のため，以

前の表示内容でも許されています。ですが，2020 年には完全に食品表示法の内容に移行するた

め，食品表示法に合わせた食品表示に変更する必要があります。 

今回は食品表示法の説明から移行期間，冷凍食品，加工食品の食品表示まで説明します。  

  
 

 


